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１．はじめに  

平成21年度に全国の地方自治体の約59％に総合評価方式による入札方法が導入されたことが報告されてい

る１）。その実態は、政令指定都市を除く多くの市区町村では試行段階であり、平成 20 年度に総合評価方式に

よる入札を実施した 749 市区町村のうち、75％の自治体では 1～2 件の実施であった。中小の地方自治体にお

いて総合評価方式による入札が本格的に導入されない理由として、入札体制を整備する上で、自治体規模が制

約になっていることが推定できる。しかし、前記調査は、自治体の人口、公共工事予算額、入札実施件数とい

った自治体の規模に関するところまでは及んでいない。 

本研究は、地方自治体へのアンケート調査により、自治体の人口、予算規模と総合評価方式の導入実態の関

係を探ることを目的としている。本稿では、地方中小自治体での指名競争入札と一般競争入札の実態も踏まえ、

総合評価方式による入札を推進している自治体の傾向を報告する。 

２．アンケートの実施 

(1)アンケートの概要 

茨城、栃木、群馬の北関東 3県の全 106 市町村

を対象として平成22年 11月にアンケート調査を

実施した。配布および回収はいずれも郵送（一部、

E-mail での回収）により行った。表-1 にアンケ

ート実施概要および市町村別回収率を示す。 

(2)自治体の人口区分 

北関東３県の自治体数は平成 22 年 11 月現在、

茨城県は 32市 10町 2村、栃木県は 14市 13町、

群馬県は12市15町8村の全106自治体である。  

図-1 は 2005 年国勢調査のデータを基に市町

村合併を考慮して各自治体の人口を９段階に区

分したものである。ただし、人口２万人以上５

万人未満には市と町村が混在している。本調査

で扱う市の６割以上が人口 10 万人未満である。 

３．北関東 3 県の入札実施状況 

アンケート調査結果に従い、人口規模、平成

22 年度の公共工事費予算規模（11 区分）と平成

21年度および平成22年度9月1日現在の入札実

施件数との関係を入札形態ごとに述べる。図-2

から図-4 のグラフ内の円の大きさは各入札形態

での入札実施件数を表している。ただし、図-4

の総合評価方式による入札は、他の入札形態より実施件数が少ないため、円の比率は図-2、図-3 とは異なる。 

表-1 アンケート実施概要および市町村別回収率 

区分 内容 

アンケート対象 茨城・栃木・群馬の全市町村 

調査方法 郵送調査法 

実施日 平成 22 年 11 月 

 合計 市 町 村 

自治体数 106 58 38 10 

回収数 62 38 20 4 

回収率（％） 58.5 65.5 52.6 40.0 

図-1 調査対象地区の人口区分別自治体数 
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（1）指名競争入札の実施状況 

予算規模 40 億円前後、人口規模 25 万人未満の

自治体の多くでは年間約 200～300 件、予算規模

20 億未満の自治体では年間約 40～100 件の入札

を実施している。このように依然として従来型の

指名競争入札が自治体規模に関係なく実施され

ている（図-2 参照）。 

（2）一般競争入札（制限（条件）付き、事後審

査型制限（条件）付きを含む）の実施状況 

 人口規模 1万人以上の 37市 11町（全体の 77%）

で一般競争入札が実施されている。従来から一般

競争入札を本格的に導入している A市を除き、人

口規模 10 万人未満の自治体（グループⅠ）での

入札実施件数の割合は指名競争入札と比べ特に

低い（図-2、図-3 参照）。 

（3）総合評価方式による入札実施状況 

人口規模 1万人以上の 26 市 7 町（全体の 53%)

で特別簡易型による入札が実施されている。実施

件数は 24 の自治体で 1～2 件である。人口 10 万

人未満の自治体（グループⅠ）では 4 割、10 万

人以上の自治体（グループⅡ、Ⅲ）ではすべての

自治体で実施（簡易型を含む）されている。試行

段階の実態ではあるが、25 万人以上の自治体に

なると 30 件程度の入札を実施している。入札の

実施形態は、20 自治体は事後審査型制限（条件）

付き一般競争入札、10 自治体は制限（条件）付

き一般競争入札、3自治体は指名競争入札による

ものであった。図-4 に示すように、人口規模に

関係なく、予算規模 40 億円前後に総合評価方式

による入札を推進している自治体のグループが

あると思われる。 

４．まとめ 

図-2 から図-4 より、北関東３県の入札実施状

況は、指名競争入札が中心の自治体（グループⅠ：人口 10 万人未満、予算規模 40 億円未満）、一般競争入札

の実施割合が高い自治体（グループⅡ：10 万人以上 25 万人未満、40 億円以上）、総合評価方式の入札を積極

的に取り入れようとしている自治体（グループⅢ：25 万人以上、100 億円以上）の３グループに分けることが

できる。また、総合評価方式による入札を推進しているグループの存在を確認できた。今後、入札・契約に関

わる技術職員数等を考慮に入れ、総合評価方式による入札を推進しているグループを詳細に検討する。 
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図-2 予算・人口規模と指名競争入札件数のボリューム図

 

図-3 予算・人口規模と一般競争入札件数のボリューム図

 

図-4 予算・人口規模と総合評価入札件数のボリューム図

 

グループⅠ 

グループⅡ 
グループⅢ

A 市 

グループⅠ 

 

 

グループⅠ 




